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期間中、市では相談会場を設けて受け付けなどを行います。大変混雑しますので余裕をもってご来場ください期間中、市では相談会場を設けて受け付けなどを行います。大変混雑しますので余裕をもってご来場ください。。
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　　　　　　　　◆必ずお読みください鞄
産各会場とも、税務署員がいませんので市職員が対応します。
産混雑具合により受付時間中に締め切らせていただくことがあります。
産会場の混雑状況などは電話でお答えできませんので、あらかじめご了
　承ください。
産市役所市民税課、印旛支所・本埜支所、各出張所の窓口では、申告相
　談を行いませんので、申告受付期間中は各会場をご利用ください。
産市民税課（市役所が会場ではない期間）・各支所市民サービス課の窓口
　では、申告書の提出のみ受け付けます。
産申告書の控えが必要な場合は、必ずその場で申し出てください。後日
　控えが必要になっても、交付することができません。控えの用紙に記
　入する際は、必ずボールペンなどの消えない筆記用具で記入してくだ
　さい。
産税務署員がいませんので、添付書類の提示による所得税確定申告書な
　どの提出は、会場で受け付けることができません。

胸市・県民税申告相談（所得税確定申告）受付日程胸
受付時間会場期日

午前10時～正午、
午後1時～4時

イオンモール千葉ニュータウン
3階イオンホール

2月16日俄～23日俄
※土曜・日曜日を除く

ふれあいセンターいんば
3階会議室2月24日峨・25日我

本埜公民館2月26日牙

午前9時～正午、
午後1時～4時印西市役所附属棟2階2月27日画～3月16日俄

※土・日曜日を除く

※会場では、市・県民税の自書申告の作成相談を行っています（簡易な所得税
確定申告の助言も行っています）。また、作成済みの申告書（所得税含む）の
提出も受け付けています。

申告書作成はホームページが申告書作成はホームページが便便利利

　申告会場以外でも、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「所
得税の確定申告書等作成コーナー」で作成・印刷した確定申告書を、税
務署に提出することができます。
　※土地・建物等譲渡所得のある人など、特例の内容などにより利用でき
ない場合があります。詳しくは国税庁ホームページを参照。

　市ホームページ内の「市民税・県民税　申告書作成・試算システム」で、
平成27年度市民税・県民税申告書を作成できるようになりました。源泉徴
収票などから、画面の案内にしたがって必要事項を入力することで、申告
書の作成・印刷や税額の試算ができます。
※作成した申告書の電子による送信はできませんので、印刷した申告書を
市役所市民税課へ郵送、もしくは市役所市民税課・印旛支所・本埜支所市
民サービス課窓口へ提出してください。
■問 市民税課市民税班（緯内線324～326）。

所得税の確定申告は国税庁のホームページから

市・県民税の申告は市のホームページから


